


学びの心育成支援事業（合宿教室）業務委託仕様書

１　事業の目的
静岡県内の生活保護受給世帯及び生活困窮世帯（以下「生活困窮世帯等」という。）のうち郡部に居住するこども（主に小学校高学年から中学生までとする。以下同じ。）を対象とする、学習及び生活支援等の場となる支援プログラムの開催を通じて、貧困の連鎖防止を図ることを目的とする。

２　業務概要
(1) 業務名　学びの心育成支援事業（合宿教室）業務委託
(2) 業務内容　生活困窮世帯等のうち郡部に居住するこどもを対象とする、宿泊又は日帰りの合宿による支援プログラム（以下「合宿教室」という。）を開催することにより、学習意欲の向上及び自立心の育成並びに生活習慣及び育成環境の改善を図る。
(3) 事業期間　　契約締結日から令和９年３月26日（金）まで

３　業務内容詳細
(1) 用語の説明
	用語
	意味

	生活困窮世帯等
	静岡県内の生活保護受給世帯及び生活困窮世帯

	こども
	生活困窮世帯等に属する主に小学校高学年から中学生までの者

	合宿対象者
	以下(2)アに定めるとおり

	合宿教室
	学習及び生活支援等の場となる宿泊又は日帰りの合宿による支援プログラム

	各センター
	賀茂、東部及び中部健康福祉センター

	各町自立相談支援機関
	静岡県内12町の自立相談支援機関



(2) 業務内容
ア　本委託業務における支援対象者
本委託業務における支援対象者は、次の(ｱ)及び(ｲ) のいずれの要件も満たす者（以下「合宿対象者」という。）とする。
(ｱ) 合宿教室への参加が自立に有効と認められるこども
(ｲ) 各センター及び各町自立相談支援機関が上記(ｱ)のこども及びその保護者に対して、合宿教室への参加を働き掛けた結果参加の同意が得られた者
イ　合宿教室の開催
　  受託者は、合宿対象者向けの合宿教室を、次の(ｱ)から(ｴ)により開催する。
(ｱ) 執行体制
受託者は、本委託業務の実施期間中、教育支援員を最低３人配置するものとし、合宿教室に関わる教育支援員は、キャリア形成支援も含め、ほかの業務との兼務も可能とする。
なお、合宿教室の運営に当たり、上記教育支援員以外の補助員を配置することができる。
また、運営に当たっては、ボランティア等の確保に努め、積極的に活用するものとする。
(ｲ)　実施時期及び日数等
　　　　原則として、契約期間中に以下のとおり実施するものとするが、県との協議により、合宿対象者の参加を容易にするとともに効果的な開催が期待できる方法に変更することを妨げない。
	時期
	実施形態
	日数
	回数
	受入人数
	備考

	夏季
	宿泊合宿
	２泊３日
	２回
	30人
	

	冬季
	日帰り
合宿
	１日
	開催地域ごと１回
	開催地域ごと５～20人程度
	開催地域とは地域ごとの参加状況に応じた能率的な地域区分

	春季
	宿泊合宿
	２泊３日
	１回
	30人
	











(ｳ) 開催プログラム等
　　　　　以下に掲げるプログラムを開催すること。なお、プログラムの企画に当たっては、「子どもの進路選択支援事業」（生活保護法第55条の10）に準じた内容を可能な範囲で加味すること。また、事業の目的に反しない限りにおいて、県との協議の上、学習及び生活支援等において効果の期待できる独自のプログラムの開催を可能とする。
・学習意欲の向上を図るプログラム
・高等教育を目指す学習指導プログラム
・自立心の育成を図るプログラム
・生活習慣及び育成環境の改善を図るプログラム
(ｴ) その他
合宿対象者及びボランティアの本事業参加中（送迎時を含む。）における事故等の補償に備えるため、必要に応じた保険に加入すること。
合宿対象者の送迎を行う場合は、受託者と保護者との間で確実に引渡しを確実に行うことのできる体制と安全の確保に努めること。
ウ　関係機関との連携
上記イの開催に当たっては、県、各センター、各町自立相談支援機関及びその他関係機関と連携して対応すること。
(3) 開催場所及び参集手段
開催場所については、事前に予定する場所を県に提案し、県と協議を行った上で、最終的な決定をすること。なお、提案に当たっては、開催場所に最適な合宿対象者の参集手段についても含めること。
[bookmark: OLE_LINK3]（4）報告等
受託者は、合宿教室の開催状況を、県が指定した方法により県に報告すること。

４　教育支援員の資格
　　上記３(2)イ(ｱ)に規定する教育支援員は、次のいずれかに該当する者を配置すること。
(1) 社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者
(2) 社会福祉事業に２年以上従事した者
(3) 教員免許・社会教育主事の資格を有する者
(4) 教育関連事業における職務経験を２年以上有する者
(5) (1)から(4)までのいずれかと同等以上の能力を有していると認められる者

５　個人情報等の管理
本委託業務実施に当たっては、別添「個人情報取扱特記事項」に従い、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護を徹底すること。なお、個人情報は紛失等がないよう厳重に金庫又は書庫等に保管すること。

６　委託費
　  委託費には、次のものを含む。
　(1) 人件費
(2) 旅費（宿泊費を含む。）
(3) 教材費
(4) 通信費
(5) 会場使用料
(6) その他合宿教室の実施に関し必要な経費（保険料等を含む。）

７　その他
[bookmark: _GoBack]この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に関して必要な事項は、県と協議の上決定する。
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